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平成25年第５回江北町議会（定例会）会議録 

招 集 年 月 日     平成25年９月10日 

招 集 場 所     江 北 町 議 場 

開 散 会 日 時 

及 び 宣 言 

開 議 

閉 会 

平 成 2 5年 ９ 月 2 0日 午前９時 

平 成 2 5年 ９ 月 2 0日 午前９時20分 
議長 武富  久 

応（不応）招議

員及び出席並び

に欠席議員 

 出席 10名 

 欠席 ０名 

○ 出席 

× 欠席 

△ 不応招 

▲ 公務出張 

議 席 

番 号 
氏  名 出欠

議 席
番 号

氏  名 出欠

１ 田 中  宏 之 ○ ６ 吉 岡  隆 幸 ○ 

２ 大 隈  敏 弘 ○ ７ 土 渕  茂 勝 ○ 

３ 井 上  敏 文 ○ ８ 古 賀    戍 ○ 

４ 坂 井  正 隆 ○ ９ 西 原  好 文 ○ 

５ 池 田  和 幸 ○ 10 武 富    久 ○ 

会議録署名議員 ２番 大 隈 敏 弘 ３番 井 上 敏 文 ４番 坂 井 正 隆 

地 方 自 治 法 

第121条により 

説明のため出席 

した者の職氏名 

町 長 田 中 源 一 ○ 町 民 課 長 平 川 智 敏 ○

副 町 長 山 中 秀 夫 ○ 環 境 課 長 谷 口   学 ○

教 育 長 赤 坂   章 ○ 産 業 課 長 川久保 義 文 ○

総務企画課長 相 原   守 ○ 教 育 課 長 小 林   孝 ○

建 設 課 長 柴 田 敏 彦 ○ 会 計 室 長 田 中 盛 方 ○

福 祉 課 長 北 島   博 ○ こども応援課長 鶴 崎 智 子 ○

職務のため議場に出席 

した者の職氏名 

議会事務局長 武 富 利 夫  

書 記 古 賀 ケイ子  

議 事 日 程      別紙のとおり 

会議に付した事件      別紙のとおり 

会 議 の 経 過      別紙のとおり 
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議 事 日 程 表 

 

▽平成25年９月20日 

  日程第１ 委員長報告 

  日程第２ 議案第41号 江北町税条例の一部を改正する条例について 

  日程第３ 議案第42号 江北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

  日程第４ 議案第43号 江北町の字の区域の変更について 

  日程第５ 議案第44号 平成25年度江北町一般会計補正予算（第４号） 

  日程第６ 議案第45号 平成25年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計補

             正予算（第３号） 

  日程第７ 議案第46号 平成25年度江北町国民健康保険事業特別会計補正予算(第２号) 

  日程第８ 議案第47号 平成25年度江北町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  日程第９ 議案第48号 平成24年度江北町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第10 議案第49号 平成24年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計歳

             入歳出決算の認定について 

  日程第11 議案第50号 平成24年度江北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

             定について 

  日程第12 議案第51号 平成24年度江北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

             について 

  日程第13 議案第52号 平成24年度江北町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

             いて 

  日程第14 議案第53号 平成24年度江北町水道事業特別会計剰余金の処分及び決算の認

             定について 

  日程第15 意見案第４号 道州制導入に断固反対する意見書 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時 開議 

○武富 久議長 

 皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成25年第

５回江北町議会定例会会期11日目は成立いたしましたので、直ちに本日の会議を開きます。 

 会期日程により、本日は委員長報告、討論、採決となっておりますが、ただいま意見案第
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４号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 異議なしと認めます。よって、意見案第４号を日程に追加し、議題とすることに決しまし

た。 

 意見案第４号を上程いたします。 

 職員をして朗読させます。武富局長。 

○議会事務局長（武富利夫） 

    （朗読省略） 

○武富 久議長 

 朗読が終わりましたので、お諮りいたします。意見案第４号は会議規則第36条３項の規定

によって趣旨説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 異議なしと認めます。よって、意見案第４号の趣旨説明を省略することに決しました。 

      日程第１ 委員長報告 

○武富 久議長 

 日程第１．委員長報告を議題といたします。 

 今期３日目に各委員会に付託しました議件に関し、各委員長の審査報告を求めます。総務

常任委員長古賀戍君。 

○古賀 戍総務常任委員長 

 皆さんおはようございます。それでは、総務常任委員長報告をいたします。 

 今期９月議会定例会、会期３日目の９月12日、私たち総務常任委員会に付託になりました

諸事件について、会議規則第38条の規定により、審査の結果を報告いたします。 

 付託事件、議案第41号 江北町税条例の一部を改正する条例について、議案第42号 江北

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議案第44号 平成25年度江北町一般

会計補正予算（第４号）の歳入全部と歳出のうち、款２．総務費、款３．民生費、款４．衛

生費のうち項１．保健衛生費、款10．教育費、議案第46号 平成25年度江北町国民健康保険
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事業特別会計補正予算（第２号）。 

 以上の付託事件について、９月19日、全委員出席のもと、執行部から各関係職員の出席を

求め、詳細なる説明と質疑応答を経て、慎重審査の結果、議案第42号、議案第46号について

は賛成多数で、その他の議案は全員賛成であり、よって、付託事件全て可決すべきものと決

しました。 

 以上、総務常任委員長報告を終わります。 

○武富 久議長 

 次に、産業常任委員長池田和幸君。 

○池田和幸産業常任委員長 

 おはようございます。委員長報告を行います。 

 今期９月議会定例会、会期３日目の９月12日、私たち産業常任委員会に付託になりました

諸事件について、会議規則第38条の規定により、審査の結果を報告いたします。 

 付託事件、議案第43号 江北町の字の区域の変更について、議案第44号 平成25年度江北

町一般会計補正予算（第４号）歳出のうち、款４．衛生費のうち項２．清掃費、款８．土木

費、議案第45号 平成25年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計補正予算（第

３号）、議案第47号 平成25年度江北町下水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 以上の付託事件について、９月19日、全委員出席のもと、執行部から各関係職員の出席を

求め、詳細なる説明と質疑応答を経て、慎重審査の結果、全議案とも原案どおり異議なく全

員賛成で可決すべきものと決しました。 

 以上、委員長報告を終わります。 

○武富 久議長 

 引き続きまして、決算特別委員長池田和幸君。 

○池田和幸決算特別委員長 

 決算特別委員会委員長報告を行います。 

 今期９月議会定例会、会期３日目の９月12日、私たち決算特別委員会に付託になりました

諸事件について、会議規則第38条の規定により、審査の結果を報告いたします。 

 付託事件、議案第48号 平成24年度江北町一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第

49号 平成24年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第50号 平成24年度江北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい



- 131 - 

て、議案第51号 平成24年度江北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第52号 平成24年度江北町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第53

号 平成24年度江北町水道事業特別会計剰余金の処分及び決算の認定について。 

 以上の付託事件について、９月13日、17日、18日の３日間にわたり、全委員出席のもと、

執行部から各関係職員の出席を求め、詳細なる説明と質疑応答を経て、慎重審査の結果、議

案第49号、第52号は全員賛成、議案第48号、第50号、第51号、第53号は賛成多数で原案どお

り認定すべきものと決しました。 

 以上、委員長報告を終わります。 

○武富 久議長 

 各委員長の審査報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を求めます。ありませ

んか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 

 本日の議事日程により、逐次、討論、採決をいたします。 

      日程第２ 議案第41号 

○武富 久議長 

 日程第２．議案第41号 江北町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第41号 江北町税条例の一部を改正する条例について

は原案どおり可決と決しました。 

      日程第３ 議案第42号 
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○武富 久議長 

 日程第３．議案第42号 江北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立多数であります。よって、議案第42号 江北町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例については原案どおり可決と決しました。 

      日程第４ 議案第43号 

○武富 久議長 

 日程第４．議案第43号 江北町の字の区域の変更についてを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第43号 江北町の字の区域の変更については原案どお

り可決と決しました。 

      日程第５ 議案第44号 

○武富 久議長 

 日程第５．議案第44号 平成25年度江北町一般会計補正予算（第４号）を議題といたしま
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す。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第44号 平成25年度江北町一般会計補正予算（第４

号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第６ 議案第45号 

○武富 久議長 

 日程第６．議案第45号 平成25年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第45号 平成25年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管

理事業特別会計補正予算（第３号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第７ 議案第46号 

○武富 久議長 

 日程第７．議案第46号 平成25年度江北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立多数であります。よって、議案第46号 平成25年度江北町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第８ 議案第47号 

○武富 久議長 

 日程第８．議案第47号 平成25年度江北町下水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第47号 平成25年度江北町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第９ 議案第48号 

○武富 久議長 

 日程第９．議案第48号 平成24年度江北町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 
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 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第48号 平成24年度江北町一般会計歳入歳出決算の認

定については原案どおり認定と決しました。 

      日程第10 議案第49号 

○武富 久議長 

 日程第10．議案第49号 平成24年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第49号 平成24年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管

理事業特別会計歳入歳出決算の認定については原案どおり認定と決しました。 

      日程第11 議案第50号 

○武富 久議長 

 日程第11．議案第50号 平成24年度江北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 
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    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立多数であります。よって、議案第50号 平成24年度江北町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定については原案どおり認定と決しました。 

      日程第12 議案第51号 

○武富 久議長 

 日程第12．議案第51号 平成24年度江北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立多数であります。よって、議案第51号 平成24年度江北町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定については原案どおり認定と決しました。 

      日程第13 議案第52号 

○武富 久議長 

 日程第13．議案第52号 平成24年度江北町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、議案第52号 平成24年度江北町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定については原案どおり認定と決しました。 

      日程第14 議案第53号 

○武富 久議長 

 日程第14．議案第53号 平成24年度江北町水道事業特別会計剰余金の処分及び決算の認定

についてを議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立多数であります。よって、議案第53号 平成24年度江北町水道事業特別会計剰余金の

処分及び決算の認定については原案どおり認定と決しました。 

      日程第15 意見案第４号 

○武富 久議長 

 日程第15．意見案第４号 道州制導入に断固反対する意見書を議題といたします。 

 質疑を求めます。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 
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    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案に賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○武富 久議長 

 起立全員であります。よって、意見案第４号 道州制導入に断固反対する意見書は原案ど

おり可決と決しました。 

 なお、可決された意見書については、関係官庁に送付したいと思います。 

 次に、閉会中の所管事務調査については、各常任委員会に申し出があっておりますので、

お諮りいたします。 

 総務常任委員会については熊本方面、また産業常任委員会については大分方面、以上の件

につきましては、閉会中の事務調査として各常任委員会に付託したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 異議なしと認めます。よって、閉会中の事務調査は以上のとおり付託することに決しまし

た。 

 皆さんに報告いたします。陳情書等が提出されております内容につきましては、お手元に

配付しております文書表のとおりでございます。 

 これをもって本会議に付託されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これにて平成25年第５回江北町議会定例会は閉会したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○武富 久議長 

 異議なしと認めます。よって、平成25年第５回江北町議会定例会は閉会いたしたいと思い

ます。 

午前９時20分 閉会 
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